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こども家庭庁の必要性、目指すもの

◆ こどもまんなか社会の実現に向けて、常にこどもの視点に立って、こども政策に強力かつ専一に取り組む独立した行政組織と専任の大臣が
必要

◆ こどもが、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができる社会の実現に向けて、こどもと家庭の福祉の増進・保健の向上等の支
援、こどもの権利利益の擁護を任務とするこども家庭庁を創設

◆ こどもにとって必要不可欠な教育は文部科学省の下で充実、こども家庭庁と文部科学省が密接に連携

強い司令塔機能

◆ 総理直属の機関として、内閣府の外局とし、一元的に企画・立案・総合調整（内閣補助事務）
◆ 各省大臣に対する勧告権等を有する大臣を必置化
◆ 総理を長とする閣僚会議を一体的に運営、大綱を一体的に作成・推進

法律・事務の移管・共管・関与

◆ 主としてこどもの福祉・保健等を目的とするものは移管
内閣府の子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に関する事務や子ども・子育て本部が所掌する事務、
文部科学省の災害共済給付に関する事務、厚生労働省の子ども家庭局が所掌する事務や障害児支援に関する事務などを移管

◆ こどもの福祉・保健等とそれ以外の政策分野を含んでいるものは共管
◆ 国民全体の教育の振興等を目的とするものは、関係府省庁の所管としつつ、個別作用法に具体的な関与を規定するほか、総合調整

新規の政策課題や隙間事案への対応

◆ 各省庁の間で抜け落ちることがないよう必要な取組を行うとともに、新規の政策課題に取り組む

体制と主な事務

成育部門
➢ 妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等
➢ 就学前の全てのこどもの育ちの保障
（幼稚園教育要領、保育所保育指針の双方を文部科学省
とともに策定（共同告示） など）

➢ 相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり
➢ こどもの安全

支援部門
➢ 様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克
服した切れ目ない包括的支援

➢ 児童虐待防止対策の強化、社会的養護の充実及び自立支援
➢ こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援
➢ 障害児支援
➢ いじめ防止を担い文部科学省と連携して施策を推進 など

➢ こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整
➢ 必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等
➢ データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善

企画立案・総合調整部門

こども家庭庁の創設について
（こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について（令和３年12月21日閣議決定））

施行期日 ◆ 令和５年４月１日 1



こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について（障害児関係抜粋）

○こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について（令和３年12月21日閣議決定）（抄）

４．こども家庭庁の体制と主な事務
②支援部門
４）障害児支援

全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいながら共に生きていく
共生社会の実現に向けて、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する観点等を踏まえ、
こども家庭庁が所管する子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を行う。その際、文部
科学省や厚生労働省と連携し、一人一人の教育的ニーズを踏まえた特別支援教育との連携の促進や、一般就労
や障害者施策への円滑な接続・移行を図るなど、切れ目ない支援を充実する。医療的ケアが必要なこどもや
様々な発達に課題のあるこども等について、医療、福祉、教育が連携して対応する環境整備を進める。

（別添）１．こども家庭庁が所管等することとなる法律等
（移管する法律）
・児童福祉法（昭和22年法律第164号）（小児慢性特定疾患対策に係る部分を除く。）

・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第81号）（厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部及び子ども家庭局の所管部分をこども家庭庁に移管する。）

（共管や一定の関与を行う法律）
・発達障害者支援法（平成16年法律第167号）（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部の所管する障害児に対す
る支援に係る部分を厚生労働省とこども家庭庁の共管とする。）

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）（障害児に対する支援
を担うこども家庭庁と障害者施策全般を担う厚生労働省の共管とする。）

・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号）（厚生労働省子ども家
庭局の所管部分及び社会・援護局障害保健福祉部の所管する障害児に対する支援に係る部分を厚生労働省とこど
も家庭庁の共管とする。）

（注）「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」は、閣議決定後の検討により、「社会・援護局障害保健福祉部の所管

する障害児に対する支援に係る部分」は厚生労働省単管となったが、こども家庭庁は、こども家庭庁設置法案第４条第２項及び第３項の総

合調整機能により一定の関与を行う。 2



障害福祉施策の所管について

• こども家庭庁は、子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を所掌し、障

害児の福祉の増進や保健の向上（障害児福祉サービス、医療的ケア児への支援等）を担う。

• 厚生労働省は、障害者の福祉の増進や保健の向上（障害者に対するサービス、障害者と障害児

を一体として支援する施策等）を担う。

こども家庭庁 厚生労働省

・児童福祉法の
障害児福祉サービス

（児童発達支援、
放課後等デイサービス等）

・医療的ケア児への支援
等

・障害者総合支援法の
障害者のみが利用する
障害福祉サービス
（就労系サービス等）

・障害者手帳
・障害者手当 等

共管

・障害者総合支援法の
障害者と障害児が
両方利用する
障害福祉サービス
（居宅介護等) 等

○こども家庭庁設置法
（所掌事務）

第四条 こども家庭庁は、前条第一項の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。
八 第四号から前号までに掲げるもののほか、こども、こ
どものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関
すること。

十二 こどもの保健の向上に関すること（児童福祉法（昭
和二十二年法律第百六十四号）の規定による小児慢性特
定疾病医療費の支給等に関することを除く。）。

○厚生労働省設置法（平成11年法律第97号）
（所掌事務）

第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさ
どる。
八十七 障害者の福祉の増進に関すること。
八十八 障害者の保健の向上に関すること。
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こども家庭庁設立に伴う障害児支援の強化と障害児・者連携の強化について

〇 こども家庭庁設立に伴い、障害児支援が厚生労働省からこども家庭庁に移管される。
〇 一般施策との連携により障害児支援の強化を図るとともに、障害児・者支援で断絶が生じない

よう、両省庁が連携して取り組む。

障害児支援
（こども家庭庁）

障害者支援
（厚生労働省）

〇 児童発達支援、放課後等デイサー

ビスなどの通所支援

〇 障害児入所支援

〇 保育所や放課後児童クラブなど一

般施策での受け入れ

〇 社会的養護との連携

〇 相談支援、居宅介護（ホームヘルプ）、ショートステイなどの児・者共通サービス

〇 就労支援

〇 生活介護

〇 グループホーム

〇 施設入所支援円滑な移行
（切れ目のな
い支援）

〇 こども家庭審議会と社会保障審議会の合同開催
〇 人事交流や併任も含めた事務レベルでの連携

連携強化

4



こども家庭庁設置法（令和４年法律第75号）
（設置）

第六条 こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。

２ （略）

（こども家庭審議会）

第七条 こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向

けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。

二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に意見を述べること。

三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。

イ 子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項

ロ こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項

ハ こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項

ニ こどもの権利利益の擁護に関する重要事項

四 前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣又は長官に、

それぞれ意見を述べること。

五 次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

イ 児童福祉法

ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十一年法律第五十二号）

ハ 次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）

ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

ホ 子ども・子育て支援法

ヘ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

２ こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

３ 前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織及び委員その他の職員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定め

る。 5



こども家庭庁組織体制の概要 ※ 組織の名称は仮称

○ こども家庭庁の内部組織は、長官官房、こども成育局及びこども支援局の１官房２局体制で発足。
○ 定員については、内部部局が３５０名、施設等機関が８０名、合計４３０名を確保。

○ 機構については、指定職：長官、官房長、こども成育局長、こども支援局長、審議官（こども成育局担当）、審議官（こども
支援局担当）※、課長・参事官１４、室長・企画官１１で構成【別紙参照】。

１．概 要

内部部局 施設等機関（国立児童自立支援施設） 合 計

長官官房 こども成育局 こども支援局 計 武蔵野学院 きぬ川学院 計

定員数 ９７名 １６０名 ９３名 ３５０名 ４４名 ３６名 ８０名 ４３０名

５年度増員等分 ― ― ― ＋４２名 ― ― ＋１名 ＋４３名

２．主な組織構成

※この外、審議官（総合政策等担当）《充て職・３年時限》
を常駐併任で配置

➢ こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整（こども大綱の策定、少子化対策、こどもの意見聴取と政策へ
の反映等）

➢ 必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等
➢ データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善 など

こども成育局

➢ 妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等基本方針の策定
➢ 就学前の全てのこどもの育ちの保障（幼稚園教育要領、保育所
保育指針の双方を文部科学省とともに策定（共同告示）など）

➢ 相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり

➢ こどもの安全 など

こども支援局

➢ 様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克服
した切れ目ない包括的支援

➢ 児童虐待防止対策の強化、社会的養護の充実及び自立支援
➢ こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援
➢ 障害児支援
➢ いじめ防止を担い文部科学省と連携して施策を推進 など

長官官房（企画立案・総合調整部門）

○長官、官房長、総務課長、参事官（会計担当）、参事官（総合政策担当）

○局長、審議官、総務課長外５課長・１参事官 ○局長、審議官、総務課長外３課長

（※）内部部局の定員数（３５０名）の内訳は、既存定員（事務移管分）２０８名＋４年度増員分１００名＋５年度増員等分４２名となっている。
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○ 長官をトップに、長官官房、こども成育局、こども支援局の１官房２局体制として、審議官２、課長級ポスト14、室長級ポスト
11を設置（併任を除く）。

○ 定員については、組織全体で430人（内部部局350人、施設等機関80人）。

こども家庭庁組織図概要

こども家庭庁長官

長官官房（官房長）

こども成育局

こども支援局

サイバーセキュリティ・情報化企画官

総務課

こども育成基盤課

参事官（人事担当）

公文書監理官

参事官（日本版DBS担当）

総務課

こども保育政策課

総務課

こども子育て支援課

母子保健課

こども安全課

参事官（事業調整担当）

虐待防止対策課

こども家庭福祉課

障害児支援課

企画官（広報・文書担当）

人事調査官

経理室

認可外保育施設担当室

児童手当管理室

企画官(日本版DBS担当)

企画官(いじめ・不登校防止担当)

企画官(こども若者支援担当)

企画官(ひとり親家庭等支援担当)
国立児童自立支援施設

（武蔵野学院、きぬ川学院）

〈 施 設 等 機 関 〉

〈

内

部

部

局

〉

参事官（会計担当）

参事官（総合政策担当） 少子化対策企画官

【長官官房計 97人】

【こども成育局計 160人】

【こども支援局計 93人】

【施設計 80人】

【内部部局計 350人】

【課長級ポスト】 【室長級ポスト】

審議官（こども成育局担当）

審議官（総合政策等担当）

審議官（こども支援局担当）

【別紙】
※ 組織の名称は仮称

※ は併任ポスト

＊３年時限
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